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発
 

行
 
所
 

福
岡
県
田
川
郡
方
城
町
役
場
 

発
行
人
 

中
 
野
 

実
 

印
刷
所
 

冷
牟
田
印
刷
合
資
会
社
 

愛
町
精
紳
e
高
揚
を
望
む
 

八
月
一
日
、
初
代
倉
石
町
長
の
式
辞
 

八
月
一
日
午
前
十
時
 

「
万
城
町
」
の
誕
生
 

を
祝
し
て
、
町
内
各
 

界
代
表
者
の
会
合
が
 

農
業
会
館
に
於
て
挙
 

行
さ
れ
ま
し
た
。
 

町
会
議
員
初
め
、
 

町
内
代
表
者
約
一
百
 

名
が
、
会
場
せ
ま
し
 

と
つ
め
か
け
る
中
 

に
、
お
で
そ
か
に
君
 

ケ
代
が
斉
唱
さ
れ
、
 

初
代
倉
石
町
長
か
ら
 

輝
か
し
い
式
辞
が
の
 

ぺ
ら
れ
た
、
 

ク
万
城
町
f

よ
り
 

先
に
町
と
な
っ
た
、
他
の
町
に
負
け
ぬ
よ
 

う
、
下
田
川
、
い
な
田
川
郡
の
「
雄
町
」
 

と
し
て
の
、
大
方
城
町
を
建
穀
レ
よ
う
。
 

ク
そ
の
た
め
、
町
民
一
人
一
人
の
、
燃
 

ゆ
る
が
如
き
愛
町
精
神
の
高
揚
を
望
ん
で
 

や
ま
な
い
ク
町
長
の
挨
拶
に
、
会
場
は
、
 

し
ば
ら
く
拍
手
が
鳴
り
つ
づ
く
。
 

思
え
ば
、
六
十
有
余
年
、
こ
と
に
、
わ
 

が
方
城
村
は
、
方
城
町
と
な
っ
た
。
感
激
 

の
瞬
問
で
あ
る
。
 

つ
づ
い
て
、
来
晋
各
位
か
ら
の
祝
辞
。
 

ま
ず
、
」
菱
鉱
業
所
を
代
表
し
て
、
白
 

土
副
長
、
 
商
工
会
を
代
表
し
て
高
倉
会
 

長
、
町
会
議
長
の
長
尾
氏
、
さ
ら
に
又
、
 

長
老
を
代
表
し
て
香
月
春
太
郎
氏
や
光
井
 

力
太
郎
氏
な
ど
か
ら
、
こ
も
で
も
喜
び
之
 

希
望
が
の
べ
ら
れ
た
。
 

十
通
に
余
る
各
方
面
か
ら
の
祝
電
が
よ
 

み
あ
げ
ら
れ
た
。
 

大
方
城
町
の
洋
女
た
る
前
途
を
祝
う
か
 

の
、
万
才
三
唱
の
ひ
び
き
が
会
場
を
ゆ
る
 

が
し
「
方
城
町
」
は
、
こ
こ
に
堂
た
と
そ
 

の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
 

町

を

う

る

お

す

 

国

か

ら

の

交

付

金

 

四
 
倍

以

上

 の
 
実

績

 

地
方
変
付
税
並
ぴ
に
特
別
交
付
税
は
、
国
 

か
ら
市
町
村
に
交
付
さ
れ
る
一
種
の
補
助
 

金
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
が
獲
得
額
の
 

多
少
は
、
町
行
政
発
展
に
大
き
く
影
響
す
 

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
町
長
は
、
変
付
 

税
の
獲
得
に
は
非
常
に
努
力
さ
れ
、
就
任
 

の
前
年
度
に
比
較
し
、
下
表
に
示
す
よ
う
 

な
太
き
な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
 

ま
す
。
 

右
 
の
通
り
、
壱
千
弐
百
七
拾
弐
万
六
 

千
円
の
大
金
を
獲
得
し
、
前
年
度
に
く
ら
 

べ
て
、
九
百
六
拾
万
五
千
円
も
増
加
し
て
 

居
り
、
こ
の
実
績
の
示
す
通
り
、
現
町
長
 

の
格
段
の
努
力
が
雄
弁
に
物
語
ら
れ
て
い
 

ま
す
。
 

尚
、
引
き
つ
づ
い
て
、
昭
和
三
十
一
年
 

地
方
自
治
法
改
正
（
要
旨
）
廿
解
説
H
 

第
ニ
十
四
回
国
会
に
於
て
、
地
万
自
治
決
 

の
一
部
改
正
が
可
決
さ
れ
、
来
る
九
月
一
 

日
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
 

改
正
の
要
旨
は
 

一、 

地
方
公
共
団
体
の
栃
能
に
 

関
す
る
事
項
 

市
町
村
は
、
基
礎
的
な
地
万
公
共
団
体
 

と
し
て
一
般
的
に
事
務
を
処
理
す
る
権
能
 

を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
 

町
の
動
脈
つ
い
に
完
成
 

写
真
は
幹
線
道
路
 

度
分
補
助
金
に
対
 

す
る
政
治
折
衝
が
 

真
剣
に
続
け
ら
れ
 

て
お
り
ま
す
。
 

小
学
校
・
中
学
校
 

・
保
育
園
な
ど
の
 

教
育
費
や
道
路
の
 

改
修
、
そ
の
他
種
 

々
の
施
設
が
各
方
 

面
に
於
て
行
わ
れ
 

て
居
り
ま
す
が
、
 

こ
れ
ら
の
財
源
は
 

交
付
税
の
多
少
に
 

よ
っ
て
大
き
く
左
 

右
さ
れ
る
こ
と
は
 

勿
論
で
あ
り
、
現
 

在
大
き
く
町
を
う
 

る
お
し
て
い
る
の
 

で
あ
り
ま
す
。
 

（
総
務
課
）
 

年別度 区 分 地方交付税特別交付税 合 計~ 
昭29年度 

昭30年度 

昭29年度 
対 比 

前松井村長 1,980,000 1,141,000 :3;-121,Oool 
現倉石町長 6,954,000 

（畢隣逮飯浦助） 
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市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の
地
方
公
共
団
 

体
た
る
都
道
府
県
の
地
位
権
襲
中
」
朋
ら
か
 

に
し
、
相
互
に
権
限
が
競
合
し
な
い
よ
う
 

規
定
さ
れ
た
。
（
第
一
一
条
第
四
項
及
び
第
 

五
項
）
 

ニ
、
議
会
に
関
す
る
嵐
項
 

1
定
例
会
の
回
数
は
、
四
回
以
内
に
お
い
 

て
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
（第 

一
〇
一
一
条
襲
墳
）
 

2
議
会
の
常
任
委
員
会
は
、
条
例
で
人
ロ
 

段
階
に
応
じ
、
人
口
三
十
万
米
満
の
市
並
 

び
に
町
村
に
あ
っ
て
は
、
四
以
内
に
お
い
 

て
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
 

（
第
一
〇
九
条
）
 

3
委
員
会
の
議
会
閉
会
中
の
審
査
は
、
議
 

会
か
ら
付
議
さ
れ
た
持
定
の
事
件
に
限
ら
 

れ
る
こ
と
。
（
第
一
〇
九
条
第
五
項
及
び
 

第
一
一
〇
条
第
三
項
但
書
）
 

4
議
案
の
提
出
及
び
修
正
の
動
議
並
に
 

懲
罰
の
動
議
に
つ
い
て
は
、
一
議
員
定
数
の
 

八
分
の
一
以
上
の
賛
成
又
は
発
議
を
要
す
 

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
一
二
条
第
 

二
項
第
一
一
五
条
の
二
及
び
第
一
三
五
条
 

第
一
墳
）
 

5
議
員
は
当
該
地
方
公
共
団
体
叉
は
そ
の
 

機
関
に
対
し
て
詰
負
を
す
る
か
叉
は
主
と
 

し
て
こ
れ
ら
に
対
し
て
請
負
を
す
る
法
人
 

の
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
 

す
る
こ
と
。
（
第
九
二
条
の
ニ
）
 

6
議
員
は
、
自
己
又
は
近
親
者
の
従
事
す
 

る
業
務
に
直
接
の
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
 

が
議
題
と
な
る
場
合
に
於
て
も
議
事
に
参
 

与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
 

と
。
（
第
二
七
条
）
 

三
、
執
行
機
関
に
関
す
事
項
 

1
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
各
執
行
機
開
 

を
通
じ
て
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
を
図
 

り
、
そ
の
相
互
の
間
に
権
衡
を
保
持
す
る
 

為
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
機
関
の
組
 

織
等
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
 

こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
叉
組
 

織
の
変
更
等
の
場
合
は
地
方
「
公
共
団
体
の
 

長
に
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
 

第
一
八
〇
条
の
四
）
 

2
監
査
委
員
の
任
期
は
議
会
の
議
員
の
中
 

か
ら
選
任
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
議
員
の
 

任
期
（
四
年
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
学
識
 

経
験
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
 

も
の
に
あ
っ
て
は
三
年
と
す
る
こ
と
．
 
( 

第
一
九
七
条
）
 

3
監
査
委
員
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
 

財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
の
会
計
 

に
つ
い
て
も
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 

叉
関
係
人
の
出
頭
、
記
録
の
提
出
等
を
求
 

め
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
と
す
る
。
（
第
 

一
九
九
条
第
六
項
、
第
七
項
、
第
一
九
九
 

条
の
二
）
 

四
、
給
典
そ
の
他
の
給
付
に
関
 

す
る
事
項
 

1
非
常
勤
職
に
対
す
る
報
酬
は
、
議
会
の
 

議
員
を
除
き
、
そ
の
勤
務
日
数
に
応
じ
て
 

支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
 

こ
と
。
（
第
一
〇
「
案
第
一
項
）
 

2
議
会
の
議
員
に
対
し
て
は
条
例
で
、
期
 

末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
 

と
す
る
こ
と
．
（
第
ニ
〇
三
条
第
四
項
）
 

3
地
方
公
共
団
体
が
常
勤
の
職
員
に
対
し
 

て
支
給
す
べ
き
手
当
の
種
類
を
法
定
す
る
 

と
と
も
に
、
職
員
に
対
す
る
い
か
な
る
給
 

与
そ
の
他
の
給
付
も
法
律
又
は
こ
れ
に
基
 

く
条
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
支
給
で
き
な
い
 

旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
（
第
ニ
O
四
 

条
第
二
項
、
第
二
O
四
条
の
二
）
 

五
、
財
務
に
関
す
る
事
項
 

1
地
方
公
共
団
体
の
予
算
に
つ
い
て
繰
越
 

使
用
の
制
度
を
認
め
る
こ
と
。
（
第
二
三
 

六
条
の
二
）
 

2
地
方
公
共
団
体
は
法
令
又
は
条
例
に
準
 

拠
し
、
且
つ
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
 

ら
な
け
れ
ば
、
特
に
議
会
の
議
決
を
得
た
 

場
合
を
除
く
外
当
該
地
方
公
共
団
体
の
債
 

務
負
担
の
原
因
と
な
る
契
約
そ
の
他
の
所
 

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
 

（
第
二
三
九
条
の
二
）
 

3
地
方
公
共
団
体
の
長
が
新
た
に
歳
入
出
 

予
算
を
伴
う
こ
と
と
な
る
条
例
案
等
を
議
 

会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
叉
は
長
、
 

委
員
会
若
く
は
委
員
が
規
則
そ
の
他
の
規
 

程
を
制
定
若
く
は
改
正
し
よ
う
と
す
b
と
 

き
は
、
こ
れ
が
為
必
要
な
予
算
措
置
が
講
 

ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
ま
で
の
間
は
、
行
 

う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

（
第
二
三
九
条
の
四
）
 

六
、
そ
の
他
 

1
行
政
訴
訟
の
手
続
に
関
す
る
規
定
を
整
 

備
し
、
争
訟
の
早
期
且
つ
合
理
的
な
解
決
 

に
資
す
る
為
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
 

行
う
地
方
自
治
法
中
の
処
分
に
つ
い
て
訴
 

願
前
置
の
建
前
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
 

（
第
一
一
五
五
条
の
三
）
 
（
総
務
課
）
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昭和31年9月1日 

高
ま
る
祝
賀
気
分
 

祝
賀
祭
の
日
取
り
決
る
 

十
月
十
三
、
十
四
日
の
両
日
 

4
カ
城
村
f

が
 

日
）
次
の
行
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
 

多
万
城
町
ク
に
な
 

た． 

っ
た
．
こ
の
喜
び
 

す
な
わ
ち
、
午
前
十
時
か
ら
は
「
声
く
 

は
、
町
民
の
間
に
 

ら
ぺ
腕
く
ら
べ
、
「
（
供
音
楽
ム
ど
を
、
又
 

だ
ん
だ
ん
と
拡
が
 

》
」
後
一
蒔
か
ら
は
「
謎
の
デ
パ
ー
ト
」
を
 

り
、
来
る
べ
き
十
 

い
ず
れ
も
伊
方
小
学
校
の
講
堂
が
会
場
で
 

月
十
三
日
（
土
）
 

あ
り
ま
す
。
 

十
四
日
（
日
）
の
 

な
に
し
ろ
N
H
K
の
人
気
放
送
番
組
の
 

全
町
挙
げ
て
の
祝
 

こ
と
、
て
、
ほ
か
の
町
村
か
ら
も
、
た
く
 

賀
祭
を
前
に
、
一
 

さ
ん
の
人
が
集
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
 

段
と
高
ま
り
つ
、
 

い
ま
す
。
 

あ
る
。
 

新
し
く
町
と
な
っ
た
新
進
町
民
の
意
気
 

方
城
町
商
工
会
 

を
大
い
に
見
せ
て
、
地
元
か
ら
腕
に
覚
え
 

で
は
、
進
ん
で
N
 

、
ノ
ド
に
覚
え
の
方
A

の
出
場
が
の
ぞ
ま
 

H
K
と
連
絡
を
つ
 

れ
て
い
ま
す
．
 

け
ク
力
城
町
f

の
 

同
じ
く
、
祝
賀
祭
の
期
間
中
に
「
商
ロ
m
 

艇
生
を
祝
し
、
月
 

展
覧
会
」
「
農
機
具
曇
小
ざ
「
旗
行
列
 

つ
万
城
町
の
商
工
 

」
な
ど
い
ろ
ん
な
行
事
が
計
画
中
で
あ
り
 

界
の
瓶
躍
的
発
展
 

近
く
「
町
制
施
行
祝
賀
祭
実
一
 

（
員
会
」
 

を
目
指
し
て
、
町
 

が
作
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
．
 

と
共
催
の
下
に
来
 

一
力
、
町
内
各
部
落
に
於
て
も
、
さ
ま
 

る
十
月
十
四
日
（
 

ざ
ま
な
案
が
取
沙
汰
さ
れ
、
万
国
旗
や
日
 

の
丸
、
ま
た
杉
門
な
ど
で
飾
ら
れ
た
町
内
 

の
部
落
部
落
に
、
思
い
思
い
の
部
落
行
事
 

の
花
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
 

》つ． 町
民
一
人
の
こ
ら
す
、
大
い
に
チ
ェ
と
 

力
を
し
ぼ
っ
て
楽
し
＜
、
又
意
義
深
く
、
 

方
城
町
の
誕
生
を
祝
い
、
そ
し
て
明
日
の
 

繁
栄
を
目
指
し
て
、
大
き
く
そ
の
第
一
歩
 

が
ふ
み
だ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
．
 

全

国

で

初

め

て

 

区
有
地
の
官
公
造
林
決
る
 

本
年
度
造
林
に
就
い
て
は
特
に
官
行
造
 

林
を
計
画
動
む
ま
し
て
、
去
る
四
月
よ
り
 

直
方
営
林
署
並
に
熊
本
営
林
局
へ
も
之
が
 

《
蒲
方
の
陳
情
を
致
し
ま
し
た
処
、
熊
本
 

営
林
局
に
於
て
も
川
満
係
官
の
派
遣
あ
り
 

去
る
七
月
二
十
四
日
つ
ぶ
さ
に
現
地
調
査
 

の
結
果
、
適
地
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
 

漸
く
明
る
い
見
通
し
を
得
ま
し
た
。
 

従
来
官
行
造
林
は
、
市
町
村
有
林
に
限
 

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
年
よ
 

り
区
有
林
・
共
有
林
に
つ
い
て
も
こ
の
事
 

業
が
出
来
る
こ
と
に
な
り
、
全
国
で
当
町
 

が
始
め
て
実
施
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
 

国
と
し
ま
し
て
も
、
た
く
さ
ん
な
相
手
 

方
と
契
約
す
る
こ
と
は
非
常
に
面
倒
な
手
 

続
き
と
時
日
を
必
要
 

昭
和
三
十
一
年
九
月
三
十
日
限
り
で
『
教
書
呈
（
員
 

体
の
長
及
び
常
勤
の
職
員
は
勿
論
の
こ
と
、
左
 

会
法
』
が
廃
止
さ
れ
、
新
し
く
『
地
方
教
育
行
政
の
 

の
委
員
会
の
委
員
を
も
兼
ね
る
こ
と
が
出
来
ま
 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
』
が
旗
行
さ
れ
ま
す
 

せ
ん
。
 

が
、
改
め
ら
れ
た
要
点
は
次
の
通
り
で
す
、
 

1
選
挙
管
理
委
員
会
 

一
、
教
育
委
嶺
の
選
挙
が
廃
止
さ
れ
、
町
長
が
議
 

2
公
平
委
員
会
 

会
の
同
意
を
得
 

」」「“『蘇一教育委員会法改正 

他
町
村
の
人
で
も
差
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

二
、
定
数
は
原
則
と
し
て
従
来
通
り
五
人
で
す
。
 

但
し
、
例
外
と
し
て
合
併
を
予
定
さ
れ
て
い
る
 

小
さ
な
町
村
で
は
三
人
制
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
 

す。 

三
、
教
育
委
員
は
、
議
会
の
議
員
、
地
方
公
共
団
 

3
公
安
委
員
会
 

4
農
業
委
員
会
 

5
固
定
資
産
評
価
審
 

査
委
員
会
 

四
、
新
教
育
委
員
の
任
期
は
、
五
人
制
の
場
合
、
 

二
人
は
四
年
、
一
人
は
三
年
、
一
人
は
二
年
、
 

一
人
は
一
年
で
、
各
お
、
員
の
任
期
は
町
長
が
定
 

め
ま
す
．
 

五
、
教
一
 

は
教
〈
暴
員
の
中
か
ら
、
県
教
育
委
 

員
会
の
承
認
を
得
て
任
命
さ
れ
ま
す
。
 

と
す
る
関
係
で
、
一
 

応
町
有
と
し
て
移
転
 

登
記
を
な
し
、
国
と
 

町
と
で
契
約
す
れ
ば
 

非
常
に
円
滑
に
契
約
 

が
済
む
の
で
あ
り
ま
 

す。 
太

田

収

入

役

 

再

選

さ

る

 

夫
る
七
月
三
十
一
 

日
、
太
田
正
得
氏
が
 

当
町
収
入
役
に
再
選
 

さ
れ
ま
し
た
．
 

（
総
務
課
）
 

こ
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
八
月
 

二
十
五
日
、
関
係
部
落
代
表
者
に
集
ま
り
 

て
戴
き
直
方
営
林
署
舟
（
と
、
ひ
ざ
を
交
え
 

て
親
議
し
た
の
で
あ
り
ま
す
．
 

今
後
の
植
林
事
業
の
推
進
に
一
層
の
御
 

協
力
を
お
願
い
致
し
ま
ず
。
（
勧
業
係
）
 

~届けていますか然自転車．荷車 
! I ._ Vノ 

八
●
T
l

町
制
施
行
、
同
時
に
取
場
 

刷
新
〈
章
味
で
投
場
冷
課
組
繊
、
確
主
」
 

4
し
ち
・
の
内
害
は
左
表
め
通
り
で
あ
り
J
す
 

役場各係の新しい事務分担 

役場分課組織及取扱事1各ー見（主なる名の）

町

長

 （
線
務
課
）
 

助

役

 

倉
石
ン
人
え
 

島

津

隣

 

収

入

役

 

太
田
正
巻
 

課税の公平と脱税防止のため8月20日、21日の両日、 ~ 
I’市郡下一斉に自転車荷車の街頭検挙を行いました。本町 

I に於ても警察官の協力を得て、町内数ケ所分れ実施致し 

I ましたが、想像以上に無届使用車の多いのに驚き、且つ 

I 遺憾に思って居ります。 

i 尚税法改正により、鑑札が標識と改められましたのと 

！今度の町制施行に伴い、標識の取替を4 日間に亘り実施 

ー
底
務
係
 

致しましたが、其の台数も67多 

の低調さでありました。 

総て税は国税・地方税を問わ 

ず自主申告制度となって居りま 

す。自転車。荷車等に於ても盗 

難防止のために是非所有者の申 

告と届出をお願いします。 

（財務課） 
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